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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件



 

北海道厚生年金 事案 4986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を平成 23 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 23年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、Ａ社に平成 23年３月 31日まで勤務したが、年金記録によると、同

社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、同年３月 31 日となって

いる。同社に確認したところ、届出を誤ったとしているので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された社員確認リスト、平成 23 年

賃金台帳及び同社の回答により、申立人は、申立期間において同社に継続して

勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確

認できる厚生年金保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、申立人に係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日を



 

誤って届出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないこと

を認めていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期間の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（年金事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4987 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を６万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年 12月９日 

年金記録によると、Ａ社から平成 17年 12月に支給された賞与の記録が無

いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社が給与関係事務を委託していたＢ事務所から提供された

賞与明細一覧表及び金融機関から提供された申立人に係る普通預金元帳の記

録により、申立人は、平成 17年 12月９日に同社から賞与の支払を受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表

において確認できる厚生年金保険料の控除額から、６万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、不明である旨回答しているとともに、破産管財人は、破産処理

に必要な書類以外は保管していない旨の回答をしており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4988 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18

年７月 31日は 14万 7,000円、19年７月 20日は 16万 5,000円、同年 12月 18

日は 16万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月 31日 

② 平成 19年７月 20日 

③ 平成 19年 12月 18日 

申立期間①、②及び③にＡ社から賞与が支給されたが、年金記録によると、

標準賞与額の記録が確認できない。 

全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①について、申立人から提出された賞与明細書及び給与振込口座

に係る預金通帳により、申立人は、平成 18 年８月１日にＡ社から賞与の支

払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立人と同じ正社員であったとする同僚から提供された預金通帳の

写し及び当該事業所から別の申立てにおいて提出された賃金台帳により、平



 

成 18年７月 31日に賞与が支給され、当該賞与は、翌日の同年８月１日に振

り込まれていたことが確認できる。 

したがって、申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、申立人か

ら提出された賞与明細書により確認できる厚生年金保険料控除額から、14

万 7,000円とすることが妥当である。 

３ 申立期間②及び③について、申立人から提出された給与振込口座に係る預

金通帳、当時、申立人が給与明細書及び賞与明細書の内容を書き写したとす

るメモ等から判断すると、申立人は、平成 19年７月 20日及び同年 12月 18

日に当該事業所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記資料により推認できる厚生

年金保険料控除額から、申立期間②は 16 万 5,000 円、申立期間③は 16 万

2,000円とすることが妥当である。 

４ 申立人の各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主から協力が得られないことから不明であり、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

 



北海道国民年金 事案 2369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年１月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 50年３月まで 

私は、昭和 50 年３月にＡ市の専門学校を卒業し、同年４月の就職の前に

一時的にＢ市の実家に戻った際、国民年金保険料を続けて納付していくよう

にと母から国民年金手帳を渡された。私の両親が、私の国民年金加入手続を

行い、申立期間の保険料を納付してくれていたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年３月頃に、申立人の母親から現在所持している国民年

金手帳を渡されたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、その

前後の番号の被保険者資格取得状況調査等から、51 年６月頃に払い出された

ものと推認される上、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索シ

ステムによる氏名検索において、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡は見当たらないことから、申立人は、申立期間当時、国民年

金に未加入であり、国民年金保険料を納付することができなかったものと考え

られる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 51 年６月の時点

では、申立期間のうち 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料について

は時効により納付できず、同年４月から 50 年３月までの保険料についても、

遡って納付された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人の両親は既に死亡しており、申立期間の国民年金の加入及び

国民年金保険料の納付状況について聴取できず、申立人は、申立期間当時、国

民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与していないことから、申立人の

国民年金の加入及び保険料の納付状況は不明である。 



加えて、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人及び申立人の両親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年８月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 52年３月まで 

私は、高校卒業後、家業の農業に従事していたが、20 歳になった時、父

が私の国民年金の加入手続をしてくれたことを覚えている。当時、両親も国

民年金に加入しており、国民年金保険料については、Ａ農業協同組合の父の

組合員勘定から自動引き落としにより家族全員の保険料を納付していた。し

かし、私だけ、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった時、申立人の父親が申立期間に係る国民年金の加

入手続を行い、農業協同組合の父親の組合員勘定から申立人の国民年金保険料

を納付していたとしているが、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付

を行っていたとする父親は既に亡くなっており、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料の納付に直接関与していないことから、申立期間における申立

人の国民年金の加入及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号管理簿によ

り、昭和 52年 10月 13日に払い出されていることが確認できることから､申立

人は同年 10 月頃に国民年金の加入手続を行い、20 歳到達時である 44 年＊月

まで遡って国民年金被保険者資格を取得したものと認められる上、オンライン

記録による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿の検索においても、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、

申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であり、国民年金保険料を納付す

ることができなかったものと考えられる。 

さらに、組合員勘定から国民年金保険料を納付していたとする申立人の両親



は、特殊台帳（マイクロフィルム）により申立人が国民年金に加入する以前か

ら毎年 11 月に１年分の保険料を前納していることが確認でき、申立人及びそ

の妻の保険料は、同じく特殊台帳により 53年 11月から申立人の両親と同様に

１年分の保険料を前納していることが確認できることから、申立人は、当該時

点から組合員勘定による保険料の納付を開始したと考えるのが自然であり、申

立期間の保険料を組合員勘定から納付していたとする申立人の主張と相違す

る。 

加えて、Ｂ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿においても、申立期間の

国民年金保険料は未納となっており、特殊台帳及びオンライン記録の納付記録

と符号する。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年 12 月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 51年３月まで 

申立期間のうち、結婚前の昭和 47 年１月までは、私の未納となっていた

国民年金保険料を、父がまとめて 47年に納付したと夫が私の父から聞いた。

結婚後は、嫁ぎ先の農業協同組合の組合員勘定口座から引き落としで納付し

ていたと思う。 

国民年金保険料の納付を証明できる領収証書等は無いが、申立期間の保険

料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚前の昭和 47 年１月までの国民年金保険料は、実家の父親が

同年にまとめて納付してくれ、結婚後は、嫁ぎ先の農業協同組合の組合員勘定

口座から引き落としで納付していたと思うと主張しているが、申立人は申立期

間の保険料の納付には直接関与していない上、申立人の申立期間の保険料を納

付していたとする申立人の父親及び義理の両親は既に死亡しており、申立人の

母親は高齢により申立期間当時の国民年金の加入及び保険料の納付について

証言を得ることができず、申立人の夫からも結婚後の申立人の保険料の納付に

ついて具体的な供述が得られないため、申立人の申立期間に係る保険料の納付

状況は不明である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続について、誰が行ったか分からないと

述べているところ、国民年金被保険者台帳管理簿により、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 52年２月 18日に払い出されていることが確認でき、申立

人は同年２月頃に加入手続を行い、20歳到達時である 45年＊月＊日まで遡っ

て国民年金被保険者資格を取得したものと推認される上、申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立人は、申立



期間当時、国民年金に未加入であり、国民年金保険料を納付することができな

かったものと考えられる。 

さらに、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿においても、申立期間に

係る国民年金保険料は未納となっており、申立人に係る特殊台帳（マイクロフ

ィルム）及びオンライン記録と符合する。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4989 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年５月 11日から同年 12月１日まで 

② 昭和 46年９月１日から 48年５月 11日まで 

私は、昭和 45年５月 11日から３年間、地方公共団体のＡ課で臨時職員の

タイピストとして継続して勤務していたが、申立期間①及び②の厚生年金保

険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書等は無いが、両申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ課から提出された申立人の在職証明書、申立人が保管する同僚と写ってい

る写真並びに複数の同僚及び給与担当事務職員の供述から判断すると、申立人

は、期間の特定はできないものの、申立期間①及び②において、Ａ課に臨時職

員のタイピストとして勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ課は、「臨時職員取扱要綱によると、臨時職員には、１か

月を超え５か月以内の期間を定めて任用される者（第１種臨時職員）及び１か

月以内の期間を定めて任用される者（第３種臨時職員）が規定されており、前

者は厚生年金保険に加入させ、後者は厚生年金保険には加入させないことにな

っている。」と回答しているところ、当該事業所から提出された申立期間①の

一部について申立人の在職を証明する資料によると、任用期間が、昭和 45 年

５月 11日から同年６月９日までの期間（26日間）、同年６月 15日から同年７

月 14 日までの期間（26 日間）及び同年７月 20 日から同年８月１日までの期

間（12 日間）となっており、いずれの期間も１か月以内の任用であることが

確認できる。 

また、当該事業所の給与担当事務職員は、「臨時職員の任用期間は５か月ま



 

でであり、更新しても最大 10 か月であった。正規の任用では社会保険に加入

させ保険料も控除していたが、正規の任用ではない場合は社会保険には加入さ

せず、保険料も控除していない。申立人は、正規の任用ではない勤務を続けて

いた。」と供述している。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立

期間①又は②において、厚生年金保険被保険者記録が確認できる 10 人（申立

人が名前を挙げた５人を含む。）に照会し、回答が得られた７人のうち５人は、

自身の記憶する勤務期間の一部について厚生年金保険被保険者記録が確認で

きないところ、そのうち一人は、「厚生年金保険の無い時期には、健康保険も

無いのでけがをしないようにと言われたので、厚生年金保険に加入していなか

ったことは確かである。」と供述している。 

加えて、申立人の雇用保険被保険者記録と厚生年金保険被保険者記録は一致

していることが確認できる上、上記５人のうち雇用保険被保険者記録が確認で

きた４人の当該記録と厚生年金保険被保険者記録も一致していることが確認

できる。 

このほか、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年２月 11日から７年３月１日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務したが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

当該事業所に勤務していたことは間違いないので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された、Ａ社が作成したとする、申立期間当時、同社に在籍

していた警備員（申立人を含む。）の名前及び採用年月日が記載されている資

料及び申立人の名前が確認できる見積書並びに複数の同僚の供述から判断す

ると、申立人は、申立期間のうち、少なくとも平成５年２月 11 日から７年１

月 10日までの期間について、同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成８年９月 30

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当時の事業主から

協力が得られないことから、商業・法人登記簿謄本により、申立期間当時、当

該事業所の取締役であったことが確認できる者（前述の事業主を除く。）のう

ち、所在が確認できた二人に照会したところ、回答が得られた一人は、「申立

人がＡ社に勤務していたことは覚えているが、社会保険事務については、事務

担当者に任せていたため分からない。」と供述しており、同人が名前を挙げた

当時の事務担当者二人は、所在が不明であるか又は既に死亡していることから、

申立人の申立期間における厚生年金保険の適用状況及び同保険料控除につい

て確認することができない。 

また、上述の申立期間当時に在籍していた警備員の名前及び採用年月日が記

載されている資料には、申立人を含む警備員 34 人の名前が記載されているこ

とが確認できるが、オンライン記録によると、当該 34人のうち 19人について



 

は、当該事業所における厚生年金保険の加入記録が確認できるものの、申立人

を含む 15 人については、同保険の加入記録が確認できないことから判断する

と、当時、当該事業所では、従業員全員を一律に厚生年金保険に加入させる取

扱いを行っていなかったものと考えられる。 

さらに、オンライン記録により、申立期間及びその前後の期間において、厚

生年金保険の加入記録が確認できる同僚のうち、生存及び所在が確認できた

16 人に照会し、５人から回答が得られたものの、いずれの者からも、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうかがわ

せる供述は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年３月 15日から 46年 10月 24日まで 

申立期間は、Ａ社の事業主宅にお手伝いとして働いていたので、厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所名簿及びオンライン記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業

所であった形跡が無い。 

また、商業・法人登記簿謄本によると、Ａ社は既に解散しており、申立期間

当時の事業主も死亡していることから、当時の事業主の孫で、解散時の取締役

であった者に照会したところ、「申立人が、祖父の家のお手伝いとして働いて

いたことは記憶しているが、当時の資料を保管しておらず、当時のことは何も

分からない。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ａ社の従業員であったとする上司及び同社の事業主宅に

同時期に採用されたとする同職種の同僚二人の名前を挙げているところ、当該

３人のうち、唯一個人を特定することができた同職種の同僚は、「Ａ社の事業

主宅には、申立人と同時期に採用され、１年弱の期間働いていた。当時、１か

月の給与は 5,000円であり、給与からは何も控除されておらず、その全額が支

給されていた。厚生年金保険には加入していなかったと思う。」と供述してお

り、この供述は、申立人の供述内容と符合している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 4992(事案 3149、4280及び 4453の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年３月 17日から同年４月１日まで 

② 昭和 59年 10月１日から 62年 11月 30日まで 

昭和 57年３月 17日から 62年 11月 30日までＡ社に勤務したが、年金記

録によると、同社における厚生年金保険の被保険者資格取得日は 57 年４月

１日、同資格喪失日は 58 年１月１日となっていることから、被保険者資格

取得日について２回、同喪失日については３回にわたり、第三者委員会に対

し、年金記録の訂正を申し立てたところ、被保険者資格喪失後の一部の期間

について、被保険者であったことが認められたものの、申立期間①及び②に

ついては、いずれの申立てにおいても認められないとの通知をもらった。 

今回、新たな資料が見付かったので、再度、申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社は、平成 14年 12月３日に

解散している上、当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の勤務

状況及び厚生年金保険の適用状況について確認できないこと、ⅱ）雇用保険

の被保険者記録によると、申立人の同保険の被保険者資格取得日は、厚生年

金保険の被保険者資格取得日と同日の昭和 57 年４月１日であることが確認

できること、ⅲ）申立人と同時期に厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る同僚 12 人に照会したところ、回答が得られた５人からは、申立人が申立

期間①において当該事業所に勤務していたことをうかがわせる供述は得ら

れなかったこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年

12 月 24 日付け及び 24 年３月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、Ａ社の採用年月日（昭和 57 年３月



 

17 日）が記載されているＢ市営住宅（空き家住宅）入居申込書、及び申立

人が申立期間①において、当該事業所に勤務していた旨が記載されている当

時の取締役の供述書を提出しているが、これらの資料からは、申立人の申立

期間①における厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認する

ことはできないことから、申立人の主張は、委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

２ 申立期間②に係る申立てについては、退職日の特定はできないものの、申

立人が申立期間②中にＡ社に勤務していたことは推認できるが、ⅰ）上述の

とおり、当該事業所は既に解散している上、当時の事業主は死亡しているこ

とから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができないこ

と、ⅱ）申立人と同時期に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している同僚

12 人に照会し、回答が得られた５人、及び当時の取締役からは、申立人の

申立期間②における厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうか

がわせる供述は得られなかったこと、ⅲ）申立人から提出された、申立期間

②において、当該事業所が継続して事業を行っていたとする複数の資料から

は、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを確認できないこと、ⅳ）申立人は、申立期間②中の昭和 60 年１月

１日から平成６年１月 18 日までの期間において、国民健康保険に加入して

いることが確認できること等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、

22年 12月 24日付け、24年３月２日付け及び同年 12月７日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「申立期間②において一緒に勤務し

ていた同僚の妻は、当時、入院していた。当該同僚は、妻が入院していた医

療機関から、当時、妻が健康保険の被扶養者であったとする証明をもらって

いる。これは、当該同僚が、当時、Ａ社において健康保険及び厚生年金保険

に加入していたことの証明であり、同時期に同社に勤務していた私も同様に、

同社において社会保険に加入していたことの証明になるはずである。」旨の

主張をしており、当該同僚から提供された当該医療機関の証明書によると、

当該同僚の妻が申立期間②中に入院していた期間に加入していた医療保険

の種類について、「不明（社保の家族と思われます。）」と記載されているこ

とが確認できる。 

しかしながら、上記証明書からは、申立人が申立期間②において、厚生年

金保険に加入していたこと及び同保険料が給与から控除されていたことを

確認することはできない上、当該証明書を作成した医療機関は、「保管され

ていた国民健康保険の被保険者証の写しにより、入院者の夫の同保険被保険



 

者資格取得日が確認できることから、同日前は、健康保険に加入していた可

能性があると思い、証明書に記載したが、健康保険に加入していたことを確

認できる資料は無く、不明である。」旨の回答をしていることから、申立人

の主張は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そ

のほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4993(事案 1454、3850及び 4520の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月１日から 61年４月１日まで 

昭和 61 年３月末日までＡ社に勤務したが、年金記録によると、同社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格喪失日は58年１月10日となっていること

から、これまで３回にわたって、第三者委員会に対し、年金記録の訂正を申

し立てたところ、被保険者資格喪失後の一部の期間については申立てが認め

られたものの、申立期間については、いずれの申立てにおいても認められな

いとの通知をもらった。 

第三者委員会の決定に納得できないので、再度、申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社の事業主は既に死亡している上、

複数の同僚に照会したものの、申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除

されていたことをうかがわせる供述を得られないこと、ⅱ）申立人は、昭和

61年度国民年金保険料納付案内書及び同保険料領収書（写し）を提出し、「昭

和 61年 10月又は同年 11月頃に、妻が区役所に連絡したところ、同年３月末

に厚生年金保険の被保険者でなくなっているため、同年４月まで遡って国民年

金保険料を納付するように言われたことを思い出した。これは、申立期間につ

いて、Ａ社において厚生年金保険の被保険者であったこと及び給与から同保険

料を控除されていたことの証明である。」と主張しているものの、当該資料か

らは、申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認す

ることはできない上、当時、Ｂ市が作成した 61 年度に係る国民年金被保険者

名簿によると、申立人の国民年金の被保険者資格取得日は、58年１月 10日と

記載されていること等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 21

年 11 月 13 日、23 年６月３日及び 25 年３月 15 日付けで年金記録の訂正は必



 

要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、昭和 61 年度から平成９年度までの国

民年金保険料納付案内書（写し）を提出しているが、上述のとおり、当該資料

のうち、申立期間に係る昭和 61 年度の同案内書については、既に提出されて

いる資料であること、また、申立人は、「Ｂ市役所から、区役所で国民年金に

加入する時は、必ず、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録の確

認を取り、加入者に過去の加入歴を知らせた上で国民年金の加入手続を行い、

社会保険事務所に国民年金の加入届を提出するとの説明を受けた。この加入届

には、私が、申立期間について、厚生年金保険に加入していたことが記載され

ていたはずである。」旨の主張をしているが、国民年金被保険者資格の取得に

係る届出書の保存期限について、Ｂ市及び日本年金機構は、いずれも３年間で

あると回答している上、Ｂ市は、「申立人に係る国民年金の加入届は残ってい

ない。また、昭和 61年当時の事務手続について確認できる資料も無い。」と回

答していることから、申立人の主張は、委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情とは認められない。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月 30日から同年４月１日まで 

② 昭和 52年３月１日から同年 11月２日まで 

③ 昭和 58年１月１日から 62年９月１日まで 

申立期間①は、勤務先の事業所名が、Ａ社（厚生年金保険の適用事業所名

はＢ社）からＣ社（厚生年金保険の適用事業所名はＢ社Ｄ支店）に変更とな

った時期であるが、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

また、昭和 52年３月１日から 62年８月末日までＥ社に勤務したが、申立

期間②及び③について、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録、当時のＡ社の事業主の「当

社とＣ社は、経営者が異なる別法人であった。当社は、昭和 45 年１月に倒

産したため、その時点で従業員全員を解雇した。」との回答、複数の同僚の

「Ａ社が倒産した後、Ｃ社が事業を引き継ぐ形になり、同社Ｄ支店を設置し

たと記憶している。」との供述及び当時のＣ社の事業主の「申立人は、申立

期間①当時、当社に勤務していた。」との回答から判断すると、申立人は、

Ｃ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、事業所名簿によると、Ｃ社は、昭和 45 年４月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は、適用事業所でなか

ったことが確認できる。 

また、当時のＣ社の事業主は、「当時の厚生年金保険の取扱いは分からな

い。当時のＤ支店長なら詳しく知っているはずである。」と回答しているも



 

のの、当該Ｄ支店長は既に死亡していることから、申立人の申立期間①にお

ける厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被

保険者原票」という。）によると、申立人と同様に、昭和 45年１月 30日に

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年４月１日にＣ社に

おいて同資格を取得していることが確認できる 19 人のうち、生存及び所在

が確認できた８人に照会し、６人から回答が得られたところ、このうち一人

は、「昭和 45年２月に、Ｃ社のＤ支店が設置されたが、当時は、倒産したＡ

社の商品を引き継ぐ作業を行っており、非常に慌ただしかった。そのため、

社会保険の加入手続が遅れ、申立期間①は、厚生年金保険に加入していなか

ったと記憶している。」と具体的に供述している上、他の５人からも、申立

期間①に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせ

る供述及び関連資料は得られなかった。 

２ 申立期間②について、複数の同僚の供述から判断すると、入社日の特定は

できないものの、申立人が、Ｅ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、事業所名簿によると、当該事業所は昭和 58年１月 10日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事業主及び当時の事務担当

者は既に死亡していることから、申立人の申立期間②における厚生年金保険

の適用状況及び同保険料控除について確認することができない。 

また、当該事業所に係る被保険者原票により、申立人と同日の昭和 52 年

11 月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している同僚が二人確認で

きるところ、このうち、回答が得られた一人は、「私は昭和 52年８月に入社

したが、入社当初は厚生年金保険に加入しておらず、しばらく経過した後に

加入した。」と供述しており、同人が記憶する入社日から約３か月後に厚生

年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、当該事業所に係る被保険者原票により、申立期間②当時、厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる同僚９人（上記同僚

一人を除く。）のうち、雇用保険の被保険者記録が確認できた５人中４人は、

同保険の被保険者資格取得日から２か月から３か月後に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらの事情から判断すると、申立期間②当時、当該事業所では、従業員

の採用と同時に一律に厚生年金保険に加入させる取扱いを行っていなかっ

たものと考えられる。 

３ 申立期間③について、複数の同僚の供述から判断すると、退職日の特定は

できないものの、申立人が、Ｅ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記２のとおり、当該事業所は、昭和 58年１月 10日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事業主は既に死亡しているこ

とから、申立人の申立期間③における厚生年金保険の適用状況及び同保険料



 

控除について確認することができない。 

また、当該事業所に係る被保険者原票によると、ⅰ）申立人及び申立人と

同様に昭和 58 年１月に健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

ていることが確認できる同僚 16人の合計 17人は、いずれも健康保険被保険

者証を返納した記録（被保険者証を滅失した３人を含む。）が確認できると

ともに、当該 17人のうち 12人（申立人を含む。）は、被保険者資格の喪失

後、健康保険の任意継続被保険者となった旨の記載が確認できること、ⅱ）

上記 12 人のうち、当時、当該事業所を管轄する社会保険事務所（当時）の

管轄区域内に住所地があった５人（申立人を含む。）の標準報酬月額につい

て、資格喪失日は 18万円、同日後の同年４月１日は 19万円と記録されてお

り、後者の記録は、随時改定の記録とも考えられるところ、随時改定は、そ

の前の標準報酬月額と比べて、２等級以上の差が生じた場合に改定されるも

のであり、前者と後者の標準報酬月額は、１等級の差しかないことから、後

者の標準報酬月額の記録は、随時改定により記録されたとは考え難い一方、

当時の健康保険の任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限額は、昭和

57年度は18万円、58年度及び59年度は19万円であることから判断すると、

昭和 58 年１月１日（資格喪失日）及び同年４月１日の標準報酬月額の記録

は、健康保険の任意継続被保険者となったことに伴って記載されたものと認

められる。 

さらに、申立人は、「私の妻は、申立期間③中の昭和 61 年５月５日から

62年５月 13日までの期間、医療機関に入院していたが、当該医療機関から

は、妻が私の健康保険の被扶養者であったとする証明をもらった。これは、

当時、Ｅ社において、健康保険及び厚生年金保険に加入していたことの証明

である。」旨の主張をしており、申立人から提出された医療機関の証明書に

よると、申立人の妻が入院していた昭和 61 年５月５日から 62年５月 13日

までの期間に加入していた医療保険の種類について、「不明（社保の家族と

思われます。）」との記載が確認できるが、ⅰ）当該医療機関は、「保管され

ていた国民健康保険の被保険者証（平成 11年 12月１日交付）の写しにおい

て、申立人の同保険の資格取得日が、昭和 62 年９月１日であることが確認

できることから、同日前は、健康保険に加入していた可能性があると思い、

証明書に記載したが、申立人が健康保険に加入していたことを確認できる資

料は無く、不明である。」旨の回答をしていること、ⅱ）申立人から提出さ

れた、当該医療機関から交付されたとする申立人の妻に係る診療録には、健

康保険の任意継続被保険者に係る被保険者証の記号番号（Ｆ任継＊）が記載

されているところ、当該事業所に係る被保険者原票によると、当該記号番号

は、申立人が、58 年１月１日に健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格

を喪失し、健康保険の任意継続被保険者となった際の記号番号と一致してい

ることが確認できること、ⅲ）当該医療機関から提供された国保入院治療費



 

請求台帳には、申立人の妻が、61 年５月５日から 62 年５月 13 日までの期

間について、当該医療機関に入院していたことが記載されていること、ⅳ）

オンライン記録及び住所地の市町村が作成した国民年金被保険者名簿によ

ると、申立人の妻は、当該入院期間について、国民年金の申請免除期間とな

っていることが確認できることから判断すると、申立期間③当時、申立人が、

当該事業所における健康保険及び厚生年金保険に継続して加入していたと

は考え難い。 

加えて、雇用保険支給台帳によると、申立人は、昭和 57年 12月 31日に

当該事業所を離職した後、58 年２月９日に求職の申込みを行い、待期期間

の満了後、同年２月 16日から同年 10月 13 日までの期間について、求職者

給付の基本手当を受給していることが確認できる。 

その上、オンライン記録及び申立人に係る被保険者原票を確認したところ、

当該事業所における厚生年金保険の被保険者記録が訂正されているなどの

形跡は見当たらない。 

４ このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から同年 12月まで 

② 昭和 43年４月から同年 12月まで 

③ 昭和 44年４月から同年 12月まで 

④ 昭和 45年４月から同年 12月まで 

⑤ 昭和 46年４月から同年 12月まで 

⑥ 昭和 47年４月から同年 12月まで 

⑦ 昭和 48年４月から同年 12月まで 

⑧ 昭和 49年５月から同年 12月まで 

⑨ 昭和 50年５月から同年 12月まで 

⑩ 昭和 51年５月から同年 12月まで 

⑪ 昭和 52年５月から同年 12月まで 

⑫ 昭和 53年５月から同年 12月まで 

⑬ 昭和 54年４月から同年 12月まで 

⑭ 昭和 55年４月から同年 12月まで 

⑮ 昭和 56年４月から同年 12月まで 

⑯ 昭和 57年４月から同年 12月まで 

⑰ 昭和 58年４月から同年 12月まで 

⑱ 昭和 59年４月から同年 12月まで 

⑲ 平成 19年５月から同年７月 15日まで 

申立期間は、Ａ社で季節雇用として勤務していたが、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



 

１ 申立期間①について、当時の事業主の妻は、「申立人は、Ａ社が設立され

た昭和 43年に季節雇用者として入社したと記憶している。」と供述しており、

商業登記簿謄本によると、Ａ社は、申立期間①後の昭和 43年１月 17日に設

立されたことが確認できること、及び同社から提出された平成６年に作成さ

れたとする従業員住所録には、申立人の入社年月日が昭和 43 年４月１日と

記載されていることから、申立人の申立期間①における勤務実態について確

認することができない。 

また、事業所名簿及びオンライン記録によると、当該事業所は、昭和 43

年４月 23 日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は

適用事業所でなかったことが確認できる上、当該事業所は、「当時の社会保

険関係の資料等は保管されていない。」と回答しており、申立人の申立期間

①における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することが

できない。 

このほかに、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

２ 申立期間②から⑱までについて、前述の事業主の妻は、「申立人は、昭和

43 年から季節労働者として勤務したと記憶している。それ以降も、毎年、

継続して季節労働者として勤務していた。」との供述及び昭和 49年以降確認

できる雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、当該期間において当

該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、「当時の社会保険関係の資料等は保管され

ていない。」と回答しており、申立人の当該期間における厚生年金保険の適

用状況及び同保険料控除について確認することができない。 

また、当該事業所の事務担当者は、「当該期間当時に勤務していた同僚か

ら、季節雇用の人は、給与の手取りを多くするために、社会保険に加入して

いなかったという話を聞いたことがある。」と供述しており、上述の事業主

の妻は、「当時、季節雇用の人たちは、社会保険に加入させていなかったと

思う。」と供述している。 

さらに、上述の事務担当者は、「季節雇用の人は昭和 60年頃から厚生年金

保険に加入するようになったと思う。」と供述している上、当該事業所の健

康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録により、申立人と同様

に、当該事業所において昭和 60年に厚生年金保険に加入し、その後、毎年、

被保険者資格の取得と喪失を繰り返している者が申立人以外に７人確認で

きるが、これらの者の雇用保険の加入記録を確認したところ、43 年から 55

年の間に同保険の被保険者資格を取得していることが確認できることから

判断すると、当該事業所では、季節雇用者について、59年以前においては、

厚生年金保険に加入させていない取扱いを行っていたと認められる。 

加えて、上記７人のうち唯一生存及び所在が確認できた者に照会したもの



 

の、協力が得られず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除を裏

付ける供述を得ることができなかった。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間⑲について、申立人は、「平成 19年 11月に現場で休憩中に穴に

落ちケガをして病院に行き労災扱いで受診し、その後退職した。」と主張し

ている。 

しかしながら、当該事業所から提出されたタイムカードにより、申立人は、

労災事故が原因で平成 18年 11月 21日から休みを取り、同年 12月 22日に

退職したことが確認できることから、申立人の申立期間⑲における勤務実態

について確認することができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚二人に照会したものの、協力は得られず、

申立人の申立ての事実を確認できない。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、当該事業所において季節労働者で

あった申立人は、昭和 49年から平成 18年までの期間、毎年、当該事業所に

おいて同保険に加入していたことが確認できるものの、申立期間⑲について

は、同保険の加入記録が確認できない。 

このほかに、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4996（函館厚生年金事案 17 及び北海道厚生年金事案 4768

の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 10月 15日から 45年５月 30日まで 

② 昭和 45年 10月 15日から 46年５月 30日まで 

③ 昭和 46年 10月 15日から 47年５月８日まで 

④ 昭和 47年 11月 20日から 48年５月 30日まで 

⑤ 昭和 49年 10月７日から 50年３月 30日まで 

⑥ 昭和 50年 11月 20日から 51年２月 28日まで 

⑦ 昭和 51年 10月５日から 52年２月 15日まで 

⑧ 昭和 52年９月 15日から 53年２月５日まで 

⑨ 昭和 53年９月 20日から 54年３月５日まで 

私は、昭和 44年 10月から 54年３月までのうち、Ａ社のＢ工場で勤務し

ていた期間以外は、Ｃ社の冷凍倉庫で荷役作業をしていた。しかしながら、

同社に勤務していた申立期間①から⑨までについて、厚生年金保険の加入記

録が確認できないことから、同保険の被保険者であったことを認めてほしい

と年金記録確認函館地方第三者委員会（当時）及び年金記録確認北海道地方

第三者委員会に申し立てたが、いずれの第三者委員会においても認められな

かった。 

今回、年金記録確認北海道地方第三者委員会の結論に対する、私の意見を

まとめた申立書を提出するので、改めて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、Ｃ

社は、既に法人の解散及び清算が終了しており、関連資料の確認ができないこ



 

と、ⅱ）申立人について、申立期間に係るＣ社の雇用保険の加入記録が確認で

きないこと、ⅲ）雇用保険の記録によると、申立期間①及び④の大半は、Ａ社

の雇用保険加入期間と重複しており、申立期間⑤から⑨までについては、雇用

保険の給付を受給していたことを示す求職者給付記録があること、ⅳ）複数の

同僚の供述及び親会社のＤ社の回答によると、勤務実態は認められるが、厚生

年金保険料の控除については確認できないこと等を理由として、既に年金記録

確認函館地方第三者委員会の決定に基づき、平成 20年５月 21日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、前回の再申立てについては、ⅰ）申立人は、申立内容について証言し

てくれる者として、自身と一緒に漁業に従事し、その後、Ｃ社でも一緒に勤務

していたとする同僚及び同社の親会社の経理担当者であったとする同僚の二

人の名前を挙げているが、一緒に勤務していたとする同僚は、「申立期間①及

び④の一部の期間で合わせて 10 か月程度、申立人と一緒にＣ社に勤務した。

その時、申立人から、同社で健康保険、厚生年金保険及び失業保険を掛けてく

れるということなので、このまま勤務することにしたとの話を聞いたことを覚

えている。」と供述しているものの、雇用保険の被保険者記録によると、申立

人は、当該同僚が申立人と一緒に同社に勤務したとする期間には別の事業所で

あるＡ社で同保険に加入していたことが確認できる上、Ｃ社の親会社の経理担

当者であったとする同僚は、「申立人とは面識が無く、直接担当していないの

で、申立人の厚生年金保険の取扱いについては明言できないが、当社では、グ

ループ会社を含め従業員の社会保険への加入については、法の基準に合わせ厳

格に取り扱っていた。」と供述しており、当該二人の同僚からは、申立人の申

立ての事実を裏付ける供述及び資料を得ることができなかったこと、ⅱ）申立

期間当時、Ｃ社で厚生年金保険に加入していた同僚のうち生存及び所在が判明

した 13人に照会し、10人から回答が得られたが、いずれの者からも申立人の

厚生年金保険の適用及び保険料控除について、具体的な供述を得ることはでき

なかったこと等を理由として、既に年金記録確認北海道地方第三者委員会の決

定に基づき、平成 25 年 10月 25日付けで年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「年金記録確認北海道地方第三者委員

会の結論に承服できない。同委員会の結論に対する私の意見をまとめた申立書

を提出するので、改めて調査してほしい。」と主張しているが、申立人から提

出された申立書からは、申立人の申立期間における厚生年金保険料が給与から

控除されていたことを確認できない。 

また、申立人は、Ｃ社の親会社の社員で冷凍倉庫の責任者であったとする者、

自身と一緒に漁業に従事し、その後、Ｃ社でも一緒に勤務していたとする同僚

及び同社の親会社の経理担当者であったとする同僚の３人の名前を挙げてい

るが、責任者であったとする者は、「Ｃ社は、申立期間も申立人を厚生年金保



 

険に加入させていたと思うが、当時の資料は無く、具体的な申立人の勤務期間、

給与額及び保険料については分からない。」と供述しており、他の同僚二人に

ついては、前回の再申立てにおいて既に照会したものの、申立人の申立ての事

実を裏付ける供述及び資料を得られなかった上、このうち一緒に勤務していた

とする同僚については、全ての申立期間において、別の事業所で厚生年金保険

に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人及び上述の責任者であったとする者は、Ｃ社では冬期間に毎

年 10人から 20人の短期労働者が勤務していた旨供述しているところ、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）及

びオンライン記録によると、申立期間を含む昭和 42年から 54年までの 13年

間において、同保険の加入期間が９か月以内で、季節雇用者であったとみられ

る者は、42年から 45年までの４年間は、毎年 10人以上が確認できたものの、

46 年以降の９年間については、合わせて８人のみであることを踏まえると、

同社では、季節雇用者について、同年以降は、一律に厚生年金保険に加入させ

る取扱いを行っていなかったことがうかがえる。 

加えて、今回、改めてＣ社に係る被保険者原票を確認したが、申立期間にお

いて申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録は無く、一方、健康

保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

そのほかに年金記録確認函館地方第三者委員会及び年金記録確認北海道地

方第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




